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嵐谷　安雄
あらしだに やす お

定例理事会の模様

施設従事者等に
よる虐待件数

被虐待者の障害種別（複数回答）

　

厚
生
労
働
省
は
、
障
害
者
虐
待
防
止
法

（
「
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護

者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
」
（
平

成
24
年
10
月
1
日
施
行
）
）
に
基
づ
き
、
都

道
府
県
・
市
区
町
村
に
お
け
る
平
成
25
年
度

の
、
障
害
者
虐
待
事
例
へ
の
対
応
状
況
を
明

ら
か
に
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
養
護
者
に
よ
る
障
害
者
虐
待
の
状
況
に

つ
い
て
は
、
相
談
･
通
報
件
数
が
4
6
3
5
件
、

そ
の
う
ち
虐
待
の
事
実
が
認
め
ら
れ
た
事
例
が

1
7
6
4
件
、
虐
待
を
受
け
た
障
害
者
数
は
1
8
1
1

人
で
し
た
。
虐
待
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
身
体
的

虐
待
が
最
も
多
く
6
3
・
3
％
、
次
い
で
心
理
的
虐

待
が
3
1
・
6
％
、
経
済
的
虐
待
が
2
5
・
5
％
で

し
た
。
虐
待
を
受
け
た
1
8
1
1
人
の
障
害
者
に

つ
い
て
は
、
男
性
が
3
7・1
％
、
女
性
が
6
2・9
％

で
、
障
害
種
別
を
み
る
と
知
的
障
害
が
5
0
・
6
％

で
最
も
高
く
、
次
い
で
精
神
障
害
3
6
・
0
％
、
身

体
障
害
2
5
・
8
％
で
し
た
。

　

次
に
、
障
害
者
福
祉
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
虐

待
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
相
談
･
通
報
件
数
が

1
8
6
0
件
、
そ
の
う
ち
虐
待
の
事
実
が
認
め
ら

れ
た
事
例
が
2
2
4
件
、
虐
待
を
受
け
た
障
害
者

数
は
4
5
5
人
で
し
た
。
虐
待
の
内
容
に
つ
い
て

は
、
身
体
的
虐
待
が
最
も
多
く
5
6
・
3
％
、
次
い

で
心
理
的
虐
待
4
5
・
6
％
、
性
的
虐
待
1
1
・
4
％

で
し
た
。
虐
待
を
受
け
た
4
5
5
人
の
障
害
者
に

つ
い
て
は
、
男
性
が
6
2
・
2
％
、
女
性
が
3
7
・
8
％

で
、
障
害
種
別
を
み
る
と
知
的
障
害
が
7
9
・
8
％
、

身
体
障
害
が
2
9
・
2
％
、
精
神
障
害
1
4
・
1
％
で

し
た
。

　

報
告
書
で
は
、
こ
の
他
に
も
都
道
府
県
･
市
区

町
村
に
お
け
る
虐
待
防
止
の
た
め
の
体
制
整
備
に

つ
い
て
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

「
障
害
者
の
福
祉
又
は
権
利
擁
護
に
関
し
専
門
的

知
識
又
は
経
験
を
有
し
専
門
的
に
従
事
す
る
職
員

の
確
保
」
で
は
都
道
府
県
の
5
7
・
4
％
が
実
施

済
み
、
4
2
・
6
％
が
未
実
施
。
市
区
町
村
で
は

3
1
・
8
％
が
実
施
済
み
、
6
8
・
2
％
が
未
実
施

と
な
っ
て
い
る
ほ
か
、「
障
害
者
虐
待
防
止
セ
ン

タ
ー
等
の
関
係
者
へ
の
障
害
者
虐
待
防
止
に
関
す

る
研
修
」
で
は
、
都
道
府
県
の
9
7
・
9
％
が
実
施

済
み
な
の
に
対
し
、
市
区
町
村
で
は
7
1
・
1
％
が

実
施
済
み
、2
8
・
9
％
が
未
実
施
と
な
っ
て
お
り
、

市
区
町
村
の
体
制
整
備
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
状
況

が
伺
え
ま
し
た
。
（
報
告
書
は
厚
労
省
の
サ
イ
ト

で
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。
）

　

会
議
は
ま
ず
、
日
身
連
評
議
員
交
替
の
同
意
に

つ
い
て
審
議
さ
れ
、
東
京
都
、
山
口
県
か
ら
申
請

の
あ
っ
た
２
名
の
評
議
員
に
つ
い
て
、
交
替
が
承

認
さ
れ
ま
し
た
。
新
た
に
評
議
員
と
な
っ
た
の
は
、

大
下
博
評
議
員
（
山
口
県
身
体
障
害
者
団
体
連
合

会 
会
長
）、
菅
谷
為
太
郎
評
議
員
（
東
京
都
身
体

障
害
者
団
体
連
合
会 

専
務
理
事
）
で
す
。（
委
嘱

期
間
は
11
月
19
日
か
ら
来
年
４
月
30
日
ま
で
）

　

続
い
て
、
各
ブ
ロ
ッ
ク
及
び
日
本
オ
ス
ト
ミ
ー

協
会
、
全
日
本
難
聴
者
・
中
途
失
聴
者
団
体
連
合

会
か
ら
提
出
さ
れ
た
平
成
27
年
度
日
身
連
要
望
事

項
案
（
※
注
）
の
取
り
ま
と
め
に
つ
い
て
審
議
さ

れ
ま
し
た
。
要
望
内
容
と
し
て
は
、
障
害
者
総
合

支
援
法
の
附
則
第
３
条
に
関
す
る
要
望
を
含
め
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
求
め
る
要
望
を
中
心
に

全
部
で
49
項

目
の
要
望
が

提
出
さ
れ
ま

し
た
が
、
内

容
が
重
複
す

る
も
の
や
、

文
言
の
整
理

が
必
要
な
も

の
も
あ
る
こ

と
か
ら
、
正

副
会
長
会
に
お
い
て
内
容
を
整
理
し
た
後
、
関
係

省
庁
に
提
出
す
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
他
、
国
な
ど
に
お
け
る
各
種
委
員
会
な
ど

の
検
討
内
容
や
、
日
身
連
の
最
新
の
要
望
活
動
に

つ
い
て
の
報
告
や
、12
月
23
日
に
開
催
さ
れ
る『
バ

リ
ア
フ
リ
ー 

d
e 

お
･
も
･
て
･
な
･
し
』（
4
面
参

照
）の
積
極
的
な
参
加
協
力
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

（
注
）
平
成
26
年
度
中
に
提
出
さ
れ
た
要
望
事
項
は
、
内
容

を
整
理
し
た
後
、
各
省
庁
な
ど
関
係
機
関
に
提
出
さ

れ
る
が
、
年
度
を
越
え
た
作
業
と
な
る
た
め
、
26
年

度
提
出
分
よ
り
提
出
時
年
度
に
合
わ
せ
た
も
の
と
し

て
い
る
。

要
望
事
項
案
の
取
り
ま
と
め
を
協
議

正
副
会
長
会･

定
例
理
事
会

　

11
月
19
日
、
衆
議
院
第
２
議
員
会
館
会
議
室

（
東
京
都
千
代
田
区
）
に
お
い
て
、
第
４
回
正

副
会
長
会
並
び
に
、
第
２
回
定
例
理
事
会
が
開

催
さ
れ
、
日
身
連
の
要
望
事
項
案
の
取
り
ま
と

め
な
ど
を
主
な
議
題
と
し
て
検
討
を
お
こ
な
い

ま
し
た
。

障
害
者
虐
待
の
実
態
が
明
ら
か
に

厚
労
省
が
調
査
結
果
報
告
書
を
公
表

障
害
者
虐
待
の
実
態
が
明
ら
か
に

厚
労
省
が
調
査
結
果
報
告
書
を
公
表

虐待の種類・類型（複数回答）
単位：件

養護者による
虐待件数

身体的虐待
1116

(63.3%)

148
(56.3%)

性的虐待
99

(5.6%)

30
(11.4%)

心理的虐待
558

(31.6%)

120
(45.6%)

   放棄、放置
333

(18.9%)

12
(4.6%)

経済的虐待
449

(25.5%)

18
(6.8%)

合 計

2,555

328

※（　　）内は構成割合

単位：人
養護者による
虐待

施設従事者等
による虐待

身体障害
468

(25.8%)

133
(29.2%)

知的障害
917

(50.6%)

363
(79.8%)

精神障害
652

(36.0%)

64
(14.1%)

発達障害
30

(1.7%)

29
(6.4%)

その他
36

(2.0%)

8
(1.8%)

合 計

2,103

597

し
た
ひ
ろ
し

お
お

や

す
が

た

た
め

ろ
う


